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　旧島原市と旧有明町からなる新市は、古くから島原半島の先駆的地域としての役割を
担ってきました。特に、江戸時代には松平７万石の城下町として半島の政治、経済、教育
・文化の中枢的地位役割を果たしてきました。また、寛永14（1637）年の島原の乱や、寛
政４（1792）年の眉山の大崩壊（島原大変）等、全国的にも稀に見る歴史的な経験を経
てきたという経緯があります。
　市域については、明治22年の町村制施行により旧島原市が島原町、湊町、島原村、安
中村（安徳村、中木場村の合併）、杉谷村、三会村で構成され、旧有明町が大三東村（大
野村、三之沢村、東空閑村の合併）と湯江村で構成され、それぞれ自治体としてスタート
することとなりました。その後、大正13（1924）年に島原町、湊町、島原村が合併し島原町
となり、昭和15（1940）年４月に島原町、杉谷村、安中村が合併して県下３番目の市とし
て、「島原市」が誕生しました。昭和30（1955）年には三会村を編入して旧島原市の枠組
みができたところです。
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令和７ 2025 1,230 年平均増減率は
1985年から2000年、2000年から2015年は△0.8％でしたが、2015年から2025年には
△0.9％となり、減少ペースも若干速まるものと予測されます。

計画終了年度となる令和
7（2025）年の目標値を4万2,837人としています。



及び目標値

　本県における推計値は、「国立社会保障・人口問題研究所」が公表している推計値
を用いた。また、将来の「世帯数」は「平成17（2005）年国勢調査」、「平成22（2010）
年国勢調査」及び「平成27（2015）年国勢調査」の「男女・年齢別世帯主数」を基に
回帰直線で予測した「世帯主率」を用いた「世帯主率法」により推計を行った。
本計画における目標値は、平成27年10月策定　島原市人口ビジョンによる。
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　平成12（2000）年に1万6,990世帯であった新市の総世帯数は、平成27（2015）
年には1万7,068世帯とほぼ横ばいであったものが、その後、計画終了年度の令和7（
2025）年には1万5,944世帯にまで減少すると予測されます。1世帯人員については
減少を続け、平成12（2000）年の3.03人から令和7（2025）年には2.59人になると予
測されます。また、核家族化の進行は平成2(1990)年をピークに、横ばいから若干減
少傾向で推移すると予想されます。平成12(2000)年の核家族比率は55.3%ですが、
令和7（2025）年には53.7%になると予測されます。



　今後、非常に大きな問題となる可能性があるのが、高齢世帯の増加です。世帯数が
減少に転じている状況下において、高齢者世帯数は年々増加を続け、平成12(2000)
年の5,563世帯から平成27（2015）年には7,795世帯に増加しており、その後、計画
終了年度の令和7（2025）年には8,648世帯に増加すると予測されます。その結果、令
和7（2025）年には高齢者世帯数比率が54.8%に達すると見られます。その上、高齢
者単身世帯数についても増加の一途をたどるとみられ、平成12(2000)年の1,504世
帯から平成27(2015)年には2,298世帯、その後令和7（2025）年には2,727世帯にな
ると予測されます。

































































































　合併後20年間における新市の財政運営の指針とするため、これまでの実績を勘案
し、今後の社会経済情勢も考慮したうえで、現在の地方財政制度に基づき普通会計
で作成しました。
作成にあたっては、新市において堅実な財政運営を行うことを基調としながらも、過去
の決算額の推移を参考に、今後増加が予測される経費、合併に伴い節減が見込まれ
る経費および合併特例債をはじめとする国・県の支援措置も加味しました。
なお、歳入歳出の各項目の積算にあたっては、令和元年度以前は決算、令和2年度及
び令和3年度は当初予算ベースの数値に置き換え、令和4年度から令和7年度までに
ついては、これまでの決算実績等を基に、今後予定される事業の実施に伴い見込ま
れる所要経費や財源を推計して算定しています。
各項目ごとの主な内容は、次のとおりです。

　また、令和2年度までは、合併算定替の激変緩和等を加味し、令和3年度以降は本

来の算定方法（一本算定）により推計しました。



　基金の預金利子については、令和3年度当初予算の数値を用いるとともに、その他分につ

いては、過去の決算額の推移を参考に推計しました。

　令和4年度以降、ふるさとしまばら寄付金が令和3年度当初予算計上額と同額あるものと

して推計しました。

　建設事業充当分については、本計画に掲げた事業を勘案しながら、合併特例債や過疎対

策事業債等交付税措置率の高い地方債を優先的に活用するものとして推計しました。

また、臨時財政対策債については、令和3年度以降も継続して発行するものとして算定しまし

た。



　基金の預金利子や運用益の積立については、令和３年度当初予算時の数値を用いる

こととし、令和４年度以降のふるさとしまばら寄付金については、その運営に要する経費の

財源に充てた残額を寄付のあった年度に積立てることとして推計しました。
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